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（趣旨） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「ＪＳＴ」という。）による「次世代

ＡＩ人材育成プログラム」の採択を受けて実施する京都大学大学院教育支援機構次世代ＡＩプログ

ラム（以下「プログラム」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

（実施体制） 

第２条 プログラムの実施を統括するため、事業統括を置き、京都大学大学院教育支援機構長（以下

「機構長」という。）をもって充てる。 

２ プログラムは、京都大学大学院教育支援機構規程（令和３年達示第４９号）第９条の規定により

京都大学大学院教育支援機構（以下「機構」という。）に置かれる大学院共通教育部及び国際連携キ

ャリア形成支援部の業務の実施を通じ、推進する。 

（研究奨励費及び研究費に係る企画等） 

第３条 前条第２項の規定にかかわらず、国際連携キャリア形成支援部が実施する大学院学生に対す

る経済支援方策の企画及び実施に関する業務のうち、「次世代ＡＩ人材育成プログラム」助成金の

交付を受けて博士後期課程学生に対し支給する研究奨励費（生活費相当額程度の処遇を確保するた

めの経費をいう。）及び研究費（以下「研究奨励費等」という。）に係る企画及び支給等については、

次条から第２０条までに定めるところによる。 

（対象分野等） 

第４条 プログラムの対象とする分野（以下「分野」という。）は、次世代ＡＩ分野及びＡＩ分野にお

ける新興・融合分野とする。 

２ プログラムの対象となる研究科及び専攻は、次のとおりとする。 

 (1) 情報学研究科 情報学専攻 

 (2) 理学研究科 数学・数理解析専攻、物理学・宇宙物理学専攻、地球惑星科学専攻、生物科学専 

         攻 

 (3) 医学研究科 医学専攻、医科学専攻、社会健康医学系専攻、人間健康科学系専攻 

 (4) 工学研究科 機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、電気工学専攻、電子工学専攻、

材料化学専攻、化学工学専攻 

（プログラム実施委員会） 

第５条 機構に、プログラムの実施に関する重要事項を審議するため、次世代ＡＩプログラム実施委

員会（以下「実施委員会」という。）を置く。 

２ 実施委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 機構長 

(2) 情報学研究科長 

(3) 第４条第２項に定める各研究科の教員 

(4) 総合研究推進本部の専門業務職員 若干名 

(5) 学外有識者 若干名 

(6) その他機構長が必要と認める者 若干名 

３ 前項第３号の委員は、各研究科長の推薦に基づき機構長が委嘱する。 

４ 第２項第４号から第６号までの委員は、機構長が委嘱する。 



５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

第６条 実施委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。 

２ 委員長は、実施委員会を招集し、議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。 

第７条 実施委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。 

２ 実施委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 

第８条 実施委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことが

できる。 

第９条 前４条に定めるもののほか、実施委員会に関し必要な事項は、実施委員会が定める。 

（プログラム育成チーム） 

第１０条 実施委員会に、プログラムの実施に関して既存の博士課程学生支援制度と連携・活用しつ

つ、一体的に博士課程学生への支援を推進するため、次世代ＡＩプログラム育成チーム（以下「育

成チーム」という。）を置く。 

２ 育成チームは、第５条第２項第２号から第６号までの委員で組織する。 

３ 育成チームにチーム長を置き、情報学研究科長をもって充てる。 

４ チーム長は、育成チームの業務を掌理する。 

５ 育成チームに関し必要な事項は、育成チームが定める。 

（研究奨励費等の支給額及び支給方法） 

第１１条 プログラムの支給対象となった学生（以下「支給対象学生」という。）への研究奨励費等の

支給額は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 研究奨励費 年額３，０００，０００円 

(2) 研究費 年額９００，０００円 

２ 前項第２号の研究費については、機構長が支給対象学生のキャリア形成等において有意義と認め

るときは、これを超える額を支給する。 

３ 当該年度における支給期間が１２月に満たない者の第１項各号の研究奨励費等は、次の各号に定

めるとおりとする。 

(1) 研究奨励費 年額の１２分の１に相当する額に支給する月数（１月未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。)を乗じて得た額を支給する。 

(2) 研究費 支給期間（１月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が６月を超える場合

は年額を支給し、６月以下の場合は年額の２分の１に相当する額を支給する。 

４ 研究奨励費等は、第１項各号の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める方法で支給する。 

(1) 研究奨励費 原則として１か月に１度、支給対象学生の届け出た金融機関の口座に振り込むこ

とにより支給する。なお、留学生への支給は、来日後から可能とする。 

(2) 研究費 本学の会計制度に基づき、支給対象学生の請求に応じて適切に支給する。なお、留学

生への支給は、来日後から可能とする。 

（研究奨励費等の支給対象） 

第１２条 研究奨励費等の支給対象は、京都大学博士後期課程、一貫制博士課程の後期３年に相当す

る課程又は標準修業年限４年の博士課程に在学する学生について、当該課程の標準修業年限以内の

期間（出産、育児、傷病、留学等による休学の場合で、機構長が認める期間を除き、休学期間を含

む。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、研究奨励費等の支給対象から除

外する。 

(1) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員 



(2) 生活費に係る十分な水準（年額２，４００，０００円）の奨学金を得ている学生 

(3) 所属する大学、企業等から、生活費相当額として十分な水準（年額２，４００，０００円を基

準とする。）の給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生 

(4) 国費外国人留学生制度又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生 

(5) 卓越大学院プログラムによる支援を受けている学生で、支援の内容が、十分な生活費相当額の

支援に相当すると認められる学生 

（支給対象学生の募集） 

第１３条 機構長は、プログラムの趣旨、目的及び申請資格、研究奨励費等の支給額及び支給対象学

生の責務その他必要な事項を示し、公募により募集する。 

２ 前項の募集の時期は原則年２回（春・秋）とする。 

（支給対象学生の選考） 

第１４条 支給対象学生の選考は、対象学生（進学見込みの者を含む。）からの応募に基づき、京都大

学大学院教育支援機構ＳＰＲＩＮＧプログラムの実施に関する規程（令和６年３月２９日大学院教

育支援機構長裁定）第１４条の選考委員会による採択者の中から、実施委員会が支給対象学生を選

考し、機構長が決定する。ただし、機構長が必要と認める場合は、選考委員会による採択を省略で

きる。 

（奨励研究員の称号授与） 

第１５条 支給対象学生として決定された者には、「京都大学大学院教育支援機構奨励研究員」の称

号を付与する。 

（支給対象学生の責務） 

第１６条 支給対象学生は、プログラムの趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる責務を果たさなければな

らない。 

(1) 研究計画を立て、それを踏まえた研究活動に専念すること。 

(2) 研究活動の状況について、必要に応じ所属する研究科及び専攻の長に報告すること。 

(3) 本学、育成チーム及びプログラムの対象となる研究科が実施する研究力向上等に関するプログ

ラム等に参加すること。 

(4) 学会発表、論文、産学連携、国際共同研究等の高い研究成果をあげるよう取り組むこと。 

(5) 支援期間中、自身のＡＩ研究について学会発表や論文発表を必ず行うこと。 

(6) メンター（学生の研究及びキャリア形成に関する指導及び助言を行う教員をいう。以下同じ。）

による面談を定期的に受けること。 

(7) ＪＳＴが行うモニタリング調査に協力すること。 

(8) 修了後のキャリアについて、機構が行う１０年間以上の追跡調査に協力すること。 

２ 前項に定める責務の履行について、当該支給対象学生の指導教員は日常的に確認及び必要な指導

を行うものとし、メンターは同項第６号に定める面談において同項第１号から第３号までに定める

責務について詳細に確認したうえで、必要な指導を行うものとする。 

（資格の取消し等） 

第１７条 支給対象学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、支給対象学生の資格を取消し、又

は研究奨励費等の支給を一時停止する。この場合において、資格の取消し又は支給の一時停止後の

期間に係る研究奨励費等の支給がある場合には、当該支給額は返還しなければならない。 

(1) 第１２条第２項のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 前条第１項に定める責務の履行の状況が不十分であると機構長が認めたとき。 

(3) 研究奨励費等の受給辞退の申出があったとき。 

(4) 研究奨励費等の受給に係る応募書類等に虚偽の記載があったとき。 

(5) 除籍されたとき。 



(6) 京都大学通則(昭和２８年達示第３号)第５３条の規定による懲戒を受けたとき。 

(7) 支援対象学生が研究テーマを変更し、変更後の研究テーマが第４条の分野から逸脱していると

実施委員会が判断したとき。 

(8) その他機構長が資格を取消し、又は支給を一時停止すべき事由があると判断したとき。 

 （研究不正等の防止） 

第１８条 支給対象学生は、当該研究奨励費等の原資が公的資金であることを十分認識し、国立大学

法人京都大学における競争的研究費等の適正管理に関する規程（平成２６年達示第３８号）及び京

都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程（平成２６年達示５９号）（次項においてこ

れらを「規程」という。）その他の関係規程等を遵守しなければならない。 

２ 支給対象学生は、規程に定める指示、措置等に従わなければならない。 

３ 支給対象学生が関係した研究費の不正使用又は研究活動上の不正行為が行われ、又はそのおそれ

がある場合は、本学が実施する調査に誠実に協力しなければならない。 

４ 機構長は、支給対象学生の第２項の規定の履行について、毎年度確認を行うものとする。 

（税金等の納付） 

第１９条 機構長は、支給対象学生に研究奨励費等の受給に伴い生じる税金、年金保険料等の納付義

務を説明しなければならない。 

２ 前項の税金、年金保険料等の納付に係る手続等は、原則として、支給対象学生が行うものとする。 

（事務） 

第２０条 支給対象学生の決定その他研究奨励費等の支給に関する事務は、国際・共通教育推進部に

おいて処理する。 

（その他） 

第２１条 この規程に定めるもののほか、支給対象学生の決定その他研究奨励費等の支給に関し必要

な事項は、機構長が定める。 

附 則 

 この規程は、令和６年３月２９日から施行し、令和６年３月１１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和６年６月２７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年１２月２４日から施行する。ただし、第５条第２項第４号の規定は令和７年

１月１日から施行する。   


